
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然災害が発生したときには、より安全と思われる場所へ避難する必要がありますが、わたしたちが暮らす地域には、高齢者や障害

のある人をはじめ、円滑かつ迅速に避難するためには何らかの手助けが必要な人も多くみられます。こうした災害時に弱い立場におか

れる「災害時要援護者」への情報伝達や早期救助、避難誘導、避難生活における配慮などといった多くの課題に対応できるよう、あら

かじめ支援できる体制を整えておくことが大切です。 

しかし、大規模災害が発生した場合は、行政職員も被災者となる可能性があるとともに、消火、救急、道路の確保や治安の維持など

行政がおこなう対策は多岐にわたり、地域における要援護者の避難支援等の取組みは地域の力に頼らざるを得ない状況となることが予

想されます。 

このような背景をふまえ本市では、防災対策においては「地域の人は、地域で守る。」を基本とし、地域のさまざまな人と人とのつ

ながりにより平常時・災害発生時を通じた支援体制づくりを進めていくものとして、このたび「貝塚市災害時要援護者避難支援計画」

を策定しました。 

 

 

 

災害時要援護者への情報伝達や避難誘導などの支援を的確におこなうためには、災害時要援護者に関する情報を収集した要援護者リ

ストや、避難支援登録者名簿の作成が必要です。 

また、それらをもとに避難支援・誘導を迅速かつ適切に実施するための、要援護者一人ひとりについて、だれが支援して、どこの避

難所等に避難させるかといった支援に関する必要事項等を示した「個別支援計画」を作成します。 

大規模な災害の発生、または災害の発生が予測されることから、本市より避難情報が発表・発令された場合、作成された個別支援計

画にもとづき、地域、行政、関係機関・団体等が連携し、要援護者への情報伝達、安否確認・避難誘導などを支援していきます。 

『貝塚市災害時要援護者避難支援計画』 

を策定しました。 
～災害時の支えあいに向けて～ 

 

おおむね 80 歳以上のひとり暮
らしの高齢者、高齢者のみ世帯、
家族等と同居しているが日中に
高齢者のみになる世帯の人 

寝たきり状態や認知症のある人 

身体障害者手帳所持者のうち、肢
体不自由（１～２級）、視覚障害
（１～３級）、聴覚・平衡・音声・
言語機能障害（１～３級）、内部
障害（１～２級）の身体障害のあ
る人 

知的障害や精神障害のある人で、
自分ひとりで避難することが困難
な人 

要介護認定結果が要介護３以上
の人 

 
難病患者、特定疾患患者、小児慢
性特定疾患患者 

その他、何らかの理由により災害
発生時における情報入手や自分
ひとりで避難することが困難な
人 

情報提供の同意についての再確認や、個別支援計画・名簿の情

報更新などについては年１回程度実施していきます 

・『避難支援登録者名簿』の全体版、地

域への情報提供について同意の取れ

た人については地域版と民児協地区

委員会保管用を作成し、市から提供し

ていきます。 

市で『避難支援登録者

名簿』を作成・共有し、

地域へ提供します 

・名簿をもとに、地域組織や民生委員・

児童委員の協力により個別支援計画

を作成し、支援者、避難支援登録者本

人には、該当する個別支援計画の写し

を提供します。 

『個別支援計画』を作

成・管理し、必要に応

じて外部提供します 

個
別
支
援
計
画
作
成 

・災害時要援護者について、必要な情報

を集め、関係各課で共有します。作成

したリストについては、地域へ情報提

供をしてよいかどうか対象者に同意

確認をおこないます。 

要援護者情報を収集

し、『要援護者リスト』

を作成・共有します 

避難情報の伝達 

要援護者の特性をふまえ

た手段で、迅速かつ確実に

要援護者や支援者に伝達

します 

安否確認情報 

支援者は、避難支援登録者

の所在や避難先となりう

る場所などを把握し、安否

情報を迅速に報告します 

避難所等における支援 

対象者によって異なる特

徴やニーズを把握しなが

ら、心身の健康管理や健康

相談などをおこなってい

きます 

◆要援護者自身の役割 

・隣近所との交流を密にし、地域の支援者等との

関係づくりが大切です 

・避難経路の確認や、特に薬や医療器具など特別

な持ち出し品などについて備えておきます 

『避難支援登録者名簿』 

『個別支援計画』 

を活用した支援 

一人ひとり異なる状況に対して

きめ細かな支援を行います 

市よりの避難
情報の発表・

発令 

市、町会（自

治会）、自主防

災組織、福祉

施設・サービ

ス事業者等が

連携し、迅速

な避難に向け

て、要援護者

の支援をおこ

ないます 

問合せ先 
庶務課危機管理係 433-7392 

計画の主な対象となる 
災害時要援護者とは？ 

 
 

対象者と個別支援計画作成の流れについて 

災害時要援護者避難支援計画とは？ 


